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▶▶今月の主な記事
建設業法
最も基本の法律

人生設計と家づくり
住まいをトーク

中小企業と「地
域内再投資力」

建設業をとりまく
各法の改正動向

政治・行政と協同
組合の新しい関係
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今月の主な記事

トップダウンとボトムアップ。対立的にとらえるのではなく、企業の成長過程
において2つをどう組みあわせるかである。極端な場合、一方が0％で、他方が
100％という採用パターンもあり得る。厳しい状況にはトップダウン100％とか。
軌道に乗ってきたら従業員の知恵と力を精一杯伸ばすためにボトムアップを取り
入れる。要は経営者の状況把握力にかかる。

画　M.にしむら

京都市へ陳情行動
　3月26日に京都市への陳情を行い
ました。協同組合からは川久保理事長、
池田専務理事、北村篤史理事、宮下茂
一理事が参加し、市産業観光局から、
白須正局長、山下省三担当部長、武田
淳課長、横下智行担当係長、藤井崇司
担当職員に出迎えていただきました。
　まずは「地域の中小企業経営を支援・
育成」「中小建設業が使いやすい助成制
度の拡充」「教育を通した子どもへの建
設業啓発活動」「日本建築の文化をユネ
スコ世界遺産に登録」を、市と連携し
て行いたいなどの要望を訴えました。
　市からは、「産業観光局としては“中
小企業支援”“地域産木材の利用促進”
“伝統産業活性化”を主軸に考えてい
ます」という回答でした。白須局長は、
「商工会、業界組合、中央会と協力し
ながら施策を行いたい」と仰っていた
だきました。中小企業の実情を行政へ

伝えるために、これからも自治体への
陳情を継続していきます。�（編集部）

通常総会での議論の1つは…
　5月16日開催の協同組合の通常総会で、熟議すべき点を前号に続きもう少し
深めてみます。
　問題意識の1つは、従来通りの事業の継続でいいのだろうか、です。多くの組
合員はノーでしょう。職員側は危機感すら持ちながらこの事業に従事しています。
　例えば機材リース事業。利用者の過半が員外企業です。利用するリース商品も
また過半が又借り商品です。自前の商品を組合員にリースするという本来（？）の
姿はすでに崩れています。確かに営業戦略が描けていないことや携わる職員側の
努力の弱さがあるかもしれませんが、それ以上にこの事業を取り巻く状況変化に
原因がるととらえています。
　このままだと販売事業（旧共同購入事業）と同じ終息の道を歩むことになるかも
しれません。では、どこに事業発展の解があるのでしょうか。利用者の望んでい
る商品やサービスをリサーチ。また変化している実態の把握。それに噛み合う品
揃え。いわゆる需要と供給のマッチングこそに事業の前進の保証があります。現
在入りつつある齟齬の領域からの脱出です。
　このように従来の事業を活性化させるか、あるいは新しい事業を構築するか、
長年の懸案事項の解決時に通常総会はなります。ご意見をぜひお寄せください。
� （川久保雄二郎）

白須局長へ要望書を渡す川久保理事長

中小企業活性化へ
団体の垣根越え協力を
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室内装飾仕上 クロス、表装、床施工、ダイノックシートガラスフィルム、障子張り、カーテン
ブラインド、キッチンパネル施工

畳・ふすま・インテリア畳・ふすま・インテリア

土木工事関係

建築工事関係

鉄・アルミ･ステンレス・耐候性鋼材まで幅広く取り扱っております。
金属に関することなら何でもお気軽にご相談ください。
また、通販にてアルミ庇・アイデア商品等多数販売しております。
まずは当社ホームページをご覧ください。
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建災防「玉掛け」実技講習開催
　3月2日（日）、建災防さんによる玉
掛けの実技講習を本部のある洛西セン
ターにおいて行いました。仮設材の重
量の目視試験・玉掛の練習・玉掛の試
験を実施しました。
　少し肌寒くはありましたが、天気の
良い一日でした。屋外での作業ですか
ら、雨の日・風の強い日…日によって

さまざまな作業環境になると思います
が、その状況を十分念頭におかなけれ
ばいけない大変神経を使う作業だと思
います。今回も無事に講習を終えるこ
とができました。我々の今後の日常作
業でも、いっときも気を抜かず「安全
第一」で進めていきたいと思います。
� （森川伸治）

史跡・大枝山古墳群の特別公開
　西京区桂坂のロータリー北東に樹木
の生い茂る「古墳の森」の中に、考古
学上「大枝山古墳郡」と呼ばれる古墳
時代後期（6世紀後半～ 7世紀初頭）の
古墳が群集しています。平成12年
（2000年）には京都市史跡に指定され
ました。総数23基のうち13基の古
墳が現地保存されているほか、1基が
「古墳の森」の一角に移築保存されて
います（全京都建設協同組合施工）。
　本誌でも以前に紹介したことのある
「史跡・大枝山古墳群」ですが、4月
13日に特別公開がありました。私も
毎回参加していますが、飽きるという
ことがありません。月日が経つのは早

いもので、今回で6回目となります。
通常は閉門されていて入ることはでき
ませんが、毎年2回、春（4月）と秋（11
月）に特別公開されます。石室内の見
学、出前授業などのイベントを行って

います。今回もオカリナ奏者を招いて
演奏会が開かれ、多くの観客で賑わい
ました。野外ステージということもあ
り、森の中での演奏はすごく神秘的で
した。

建設工事事業部

文化財

建設業法─最も基本の法律
　建設業者が守るべき最も基本的な法
律が建設業法です。建設業を営む者の
資質の向上、請負契約や施工の適正化
を確保し、発注者の保護や健全な建設
業の発展を促進し、公共の福祉の増進

に寄与することを目的とされていま
す。
　受注の段階では許可関係、工事金額、
内訳の明確化等のルールが定められ、
下請発注の段階では契約・見積等の書

面義務、不当取引の禁止義務、公共工
事における一括外注の禁止、工事代金・
検査等の健全遂行の義務が示され、そ
して現場施工の段階では主任（監理）技
術者の設置、施工体制台帳・施工体系

特設ステージでのオカリナ演奏 石室の中では、古墳の説明も

機材リース
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図の掲示、下請負人の不正是正義務等
が掲げられています。
　建設業法は軽く考えがちですが、各
段階に応じて守るべきルールに基づ

き、違反した者は行政庁により監督処
分が行われたり、裁判により刑罰が課
される場合もあります。
　新年度もスタートし、ひとつひとつ

基本的なことも見つめ直しながら今年
もみんなで頑張っていきましょう。
� （河原良樹）

「支部活動」「60周年」など支部長会議で議論
　3月20日、今年度最後となる第5
回支部長会議を行いました。
　まず、「支部活動のありかた」につ
いて、各支部の1年間の取り組みの報
告と課題の検証、支部長会議のありか
たなどについて議論されました。その
中で、浮かび上がってきた要求は「支
部の垣根を越えた交流」でした。支部

単体での活動だけでは、今以上に支部
活動発展させることが難しいという各
支部長の思いからくる要求です。本部
として今年度は、支部同士がより交流
できる“場づくり”を行っていきます。
　また、「60周年の取り組み」につい
ては、「建ちゃんのデザインリニューアル」
「新組合員名簿配布」「地元での清掃ボ

ランティア」などが提案されました。ど
れも魅力的で重要な提案であり、理事
会と実行委員会で審議していきます。
　協同組合の組織活動は、支部活動に
よって支えられています。今年度も支
部長会議を通して支部活動の活性化に
寄与できるよう努力していきます。
� （西村　学）

人生設計と安心の家づくり　住まいをトーク
　2013年度最後となる「住まいを「建
てる」「なおす」トーク」が3月15日、
京都産業会館で開催されました。
　ライフプランナーの柴田潤仁氏（ソ
ニー生命保険（株））を講師にお招きし、
「ライフプランニングが導く、安心の
家づくり」のテーマで、「人生設計の
観点から見た家づくり」についてお話
しいただきました。
　建築士は家づくりの設計士ですが、
ライフプランナーは人生づくりの設計
士。安心した人生設計があってはじめ
て安心した家づくりができます。家族
構成から世帯の収入、予想される支出
を割り出し、家族にとって重要な支出
から優先順位をつけていきます。この
作業は家づくりとも繋がる部分で、「自
分はどうしたいのか」「どういう生活が
したいのか」をお客さんに考えてもら
うことが重要です。

　その手助けをするのがライフプラン
ナーです。家づくりといえば、予算な
どお金のことに考えがいきがちです
が、「自分や家族がどういう生活をし
たいのか」を考えるいい機会です。ラ

イフプランナーと相談して、家族と一
緒に夢や将来を語り合うということ
は、家族の将来にとって目に見えない
大きな財産となるのではないでしょう
か。� （西村　学）

一般的な家庭の収支計算グラフ
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こちら京都
三条ラジオカフェ�　『建ちゃん、協ちゃんのまちづくりラジオ』

木製建具の良さを見直してほしい
�（株）トクダ　徳田浩久さん�
（2月22日放送）
　南区の方で、木製建具と別注家具の
製造販売をしています。障子とか、襖
とか、扉関係の製造ということで、私
で3代目です。70年くらいやってい
る会社です。「建具」は和風から洋風
まで家には必ずあるものなのですが、
若い高校生などは「ケング」と読んだ
りします。うちの子ども達でも読めな
いくらいです。実は大学を出てから
10年間くらい別の所で働いていて突
然帰ってきて、今で20年くらいです。
まだまだ何も分かっていません。百貨
店で仕事をしていましたが、帰ってき

たきっかけは「帰って来い」の無言の
プレシャーがきたからです。伝統ある
職業なので馴染むのには、たいぶ時間
がかかりましたが、自分なりにやって
きました。技術の結晶でいきなりでき
るものではないので、職人にはなれま
せん。仕事を取ってくるのが私の仕事
です。
　5年ほど前には、京都迎賓館にも納
品しました。なかなか難しいものばか
りで、一つひとつのサイズが大きく苦
労しました。木製建具は反ったりする
悪いところがありますが、温かみや見
た目、サッシには出せないような良い
ところもあります。障子の断熱性は

カーテンよりあります。
　元々、高級住宅的なところへの納品
が多かったのですが、最近は保育園や
老人施設などの関係の仕事が増えてい
ます。やはり木製がいいなということ
です。もう一度、建具を見直してほし
いと思います。

パーソナリティー：松野晴美、光本大助

古い木造建築を評価できる人材を養成
�NPO法人�古材文化の会　
�白石秀知さん
（3月1日放送）
　満20年を迎えます。「古材バンク
の会」ということで1994年に設立さ
れました。その当時は京町家を中心に
たくさん建物が解体され、その資材が
もったいない、もっと使えないかとい
う声から設立されました。その後、京
町家そのものの評価のやり直し等の動

きがあり、具財等も、いろんな形で使
われるようになったりして、「バンク」
という名前が活動の実体にふさわしく
ないということもあり、途中で名前を
変えました。
　今は、木造建築全般のサポートや、
Re活用や、文化財的な評価などを重
点にしてやっています。まだ町家の解
体が止まったわけではありません。古
い建物が壊される原因の1つは、その
価値が、しっかり社会的に分かっても
らえていないということがあるので、
そうゆう物を守っていく「しくみ」を
作っていくことが必要になっていま
す。
　この10年くらいは古い木造建築の
評価をきちんとして、それをマネジメ
ントするような人材を作ることを取り

組んできました。今は京都市や公益法
人の京都市景観まちづくりセンターと
うちのNPOが実行委員会を作って、
京都市文化財マネージャー育成講座と
いう取り組みをしております。今年も
1月から始まっています。のべ305名
の卒業者には現場で生かして頂く、所
有者に話しをして頂く、市民に説明し
て頂く取り組みをしてもらい、今まで
は、一人ひとりの人材がスキルを身に
付けて広がっていくことをやってきま
した。
　2012年に修了生を中心に、「マネー
ジャー会」を作り、まとまった中で活
動していくことをやっています。家づ
くりも、それぞれの専門を生かし仲間
全体でサポートをしています。
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紫式部ゆかりの紫野に隠れた歴史
�岩井木材株式会社　岩井　清さん
（3月15日放送）
　祖父の代から3代目です。今、地域
おこしの活動をしています。北区の紫
野地域です。「船岡山」という桓武天
皇が平安京を作られたときに北の基点
となったところがあります。その東側
に大きな野原があり、根っこから紫色
の染料をとる「紫草」がたくさん生え
ていたので「紫野」という名が付いた
といわれています。有名な源氏物語を
書いた「紫式部」の紫も、「紫の上」と
いう題目も、「紫野」からつけたので
はないかといわれています。紫野の商
店街もだんだん高齢化で寂れてくる、
お年寄りで営んでおられる小さい個人
商店が1つ1つ減っていく、これでは

5年10年後には、何も残らないかも
という危機感から、メンバー 3名で
10年前に始めました。
　現在、京都市歴史考古資料館などと
一緒に見学会をやっています。地域を
2時間くらいかけて巡るコースを作
り、毎年100名くらいに参加して頂
いてます。紫式部のお墓の近くにある
ので、「紫式部通り商店会」を作りま
した。会長でもある長谷川米穀店さん
の庭には「弁慶」の腰かけ椅子（石）が
あり、「弁慶米」が販売されています。
牛若丸の母、常盤御前の井戸も近くに
あります。柴田酒店さんは「紫野」と
いうお酒を作っていますし、和菓子の
ふたばさんには紫芋で作った「紫式部
日記」というお饅頭もあります。商店

主の生きがい、お店、そして歴史を守っ
ていくためにも商店を続けていくこと
が一番大きな目的です。見学会は春と
秋にあります。無料の場合と有料の場
合があります。いろんな新聞や京都市
からの連絡などで案内させていただき
ます。問い合わせは075-432-3181
「紫式部通り会」事務局まで。

安全・安心を守り、未来へ進む
�京都エレベータ（株）　田中陽一さん
（3月8日放送）
　エレベータのメンテナンス会社とし
て約30年前に設立しました。業界は
メーカーが付けたエレベータをメー
カーの子会社がメンテナンスするとい
う、少し閉鎖的で他の業者がなかなか
入れなかったのですが、私共の創業者
が「基本的にエレベータが動く構造は
どのメーカーも変わらないであろう」
ということで、メーカーに属さない独
立系の会社として設立しました。所有
者が「このメンテナンス料金はどうな
のか」と思っても、我々のような業者
がいないと、1つのメーカーの見積も
りが当たり前で、選ぶ余地がありませ
んでした。全国的に独立系のエレベー
タ会社で保守している台数というのは
約10％くらいです。海外では基本的
に30％以上が独立系です。

　エレベータの機種自体も多様化して
きました。昔と違い、滑らかにエレベー
タが動くようになり、電気の効率もす
ごく上がり、省エネも考えて開発され
ています。京都は特に高さ制限のこと
があって、機械室を下に持ってくる特
殊なエレベータが結構多いのです。
　また「東華采館」「鮒鶴」「フォーチュ
ンガーデン」ように蛇腹式・手動の扉
の貴重なエレベータがあり、我々エレ
ベータ業界としても、重要な文化財と
いうことで保存を願いました。耐用年
数は、法的に償却耐用年数は17年と
いう決まりがありますが、基本的に
20年～ 30年という幅を持たせてメ
ンテナンスしています。我々は大手企
業とは違い中小企業です。お客様に近
い所でいろいろお話を聞かせてもらっ
たり、エレベータをメンテナンスする
ことで覚えた「ものづくり」、エレベー

タを回収したり新設したりする力をつ
けて製造できるメーカーにもなりまし
た。少しですが京都市内には「京都エ
レベータ」というブランドのエレベー
タが顕在しています。お客様の要望を
聞いて、既製品ではなく「オーダーメ
イド」のエレベータを作るという会社
です。毎日動いて「当たり前」のエレ
ベータですので、やはり安全・安心を
守れる会社ということで、他社さんと
差別化しているのがわが社の誇りです。
今も技術革新を進めているところです。
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地域経済における中小企業の役割
第2回�中小企業と「地域内再投資力」
　昨年10月までの1年間、全京都建
設協同組合と京都府電気工事工業協
同組合の皆さんが合同で「協同組合
の未来像」というテーマで勉強会を
開催され、私も講師の一人として参
加させていただきました。前半の半
年余りでは、まず地域経済について
学ぼうということで、私の師である
岡田知弘の『地域づくりの経済学入
門』（自治体研究社）をテキストにして
輪読を行いました。勉強会に参加し
た方々以外にもひろく知っていただ
くため、今回は、カギとなる考え方
である「地域内再投資力」と、中小企
業の関わりについてお話しします。
　この本の中で岡田は、地域経済・
社会の持続的発展のためには、公共
事業のように一過性であったり、企

業誘致のように生み出された所得が
地域外に流出したりする開発事業で
はなく、地域内にある様々な投資主
体が、地域内で繰り返し再投資を行
い、量的にも質的にも強化していく
ことが重要であるという指摘をして
います。これが、「地域内再投資力」
を高める、ということです。
　この「さまざまな投資主体」の一
番重要な部分が、いうまでもなく地
域の中小企業です。地域の中小企業
は毎年お金を投入して経済活動を行
い、雇用や仕事、所得といったかた
ちで循環し、地域社会の再生産を支
えています。こうした循環が地域内
で強まることや、地域内での産業
ネットワークが形成されたりするこ
とも、「地域内再投資力」を高める

ことにつながります。
　しかし、「投資主体」となり、経
済循環を形成しているのは中小企業
に留まりません。農家や、NPO、
金融機関、自治体、そしてもちろん
協同組合も、重要な投資主体です。
こうした地域に密着した投資主体が
どれだけ存在しているか、また意識
的に連携をつくり地域内外での活動
を活発化していけるかが、地域内再
投資力を高めるためのポイントに
なっています。また、域外の投資主
体の活動を、地域経済の発展に結び
付けるような施策を行うことも重要
です。
�（�京都大学大学院経済学研究科�）　　経済資料センター研究員
　　　　　　　　　　�水島和哉

法律Q&A�　雨漏りのする借店舗を修繕する際の注意点
�Q�　借店舗でスポーツ用品店を営ん
でいます。この度、雨漏りが発生し、
これを機会に内装の模様替えを行いた
いと考えていますが、難しい家主のた
め、認めて貰えない可能性があります。
何とかならないでしょうか。
�A�　まず、雨漏りしているとの事実
は、そのまま放置すれば建物の汚損、
老朽化に繋がるため、修繕することを
必要とする状態となっていることを意
味します。このような場合、貴方は、
借り主として、速やかに家主にその雨
漏りの事実を通知する義務があります
（民法615条）。

　次に、賃貸借契約書等で、修繕義務
を借り主に負わせる合意が無い限り、
賃貸建物の修繕義務は家主が負います
（民法606条1項）。従って、貴方は
家主に雨漏り箇所の修繕を要求するこ
とが出来ます。
　仮に、貴方からの修繕の要求を家主
が断った場合は、貴方の方で修繕工事
を施工し、その後、必要費を支出した
として、その費用を家主に請求するこ
とができます（民法608条1項）。
　その上で、内装の模様替えという工
事方法が、賃借建物自体に取り外し等
の工作を加えるというのであれば、無

断増改築の禁止との約定に違反し、契
約解除の恐れがある、と一応言わなけ
ればなりません。そのような場合でも、
工事内容などによっては「信頼関係の
破壊」がないとして家主からの契約解
除は認められない可能性があります。
建物自体に手を加えない場合は、家主
の了解なしに模様替えすることは可能
でしょう。しかし、いずれの場合も、
工事図面を事前に家主に開示し、出来
るだけ了解を得る努力をする方が無難
です。
� （ 京都第一法律事務所 ）� 弁護士　森川　明

KES（京都・環境マネジメントシステム・スタンダード）
　協同組合は、認
証取得している
KESの更新を3月
に行いました。
　KESとは、ISO

14001などの「環境マネジメントシ

ステム（EMS）」の一種です。EMSは、
事業所で使うエネルギーや排出される
廃棄物を削減して、地球環境への負担
（環境負荷）を下げる取り組み（厳密に
は取り組みの管理方法の規格のこと）
です。

　地球温暖化対策としてCO2削減を
加盟各国で約束した京都議定書の発祥
の地である京都で生まれたKESは、
ISO14001などと違い認証取得のし
易さと経審や入札時の点数が上がるこ
となどから、取得事業所が全国各地に
広がり、今では4000を超える事業所
が認証されています。� （西村　学）
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　前回は「世にいう経審とは？」と
いうテーマのもと、フランクに経審
のことを書いてみました。今回は建
設業をとりまく環境（法改正）はいか
に？　ということで最近の動向につ
いて記していきます。
　国交省主導で2017年度までに5
年間かけて取り組まれている社会保
険100％加入についてですが、今
年は大きな動きがありそうです。
2017年を待たずに、国交省直轄工
事の元請と1次下請業者から社会保
険未加入業者を排除する措置を今夏
以降に実施することになる見込みで
す。
　入札参加時に元請となる業者の社

会保険加入状況を確認し、未加入業
者は入札から排除されたり、施工体
制台帳から1次下請の未加入が判明
した場合には、下請契約額の1割を
目安に元請の請負代金を減額する方
針が示されています。また、2015
年度以降は、入札参加資格申請時に
未加入業者を排除することも検討中
です。
　なお、今まで下請金額3,000万
円（建築一式は4,500万円）以上の
公共工事に義務付けられていた施工
体制台帳の作成・提出義務について、
金額要件が撤廃されてすべての元請
業者が適用されるようにもなりま
す。（手抜き工事や不当な中間搾取

防止）
　また、維持管理時代への対応とし
て、市場拡大が見込まれる「解体工
事業」を建設業の許可業種区分とし
てとび・土工工事業から独立する形
で新設される模様です。
　そして建設業や公共工事からの暴
力団排除を徹底するため、建設業許
可や関連した登録規制のある浄化槽
法と建設リサイクル法にも暴力団排
除条項を整備し、受注者が暴力団員
であることが判明すれば、公共発注
者から許可行政庁に通報することを
義務付けることになります。
　大まかではありますが、こんな感
じの国交省の取り組みが各行政機関
でも順次適用されてゆく事になろう
かと思います。知らなかったでは済
まされない、待ったなしの法改正、
ご注意を。
� （�Asahi行政書士法人代表�）　　　　　��行政書士　大山治寿

世にいう「経審」とは？
� 建設業をとりまく各法の改正動向

第2回（全3回）

「家づくりの新常識2013宣言」
　「庭屋一如」とは、庭と建物の調和
がとれて一体になるような様のことだ
そうです。京都の町家でいう、坪庭と
しっくりいった関係でしょうか。あこ
がれの一方、最近の自閉症気味な家づ
くりにうんざり。そんな人が少なくな
くいるだろうなあ思いつつ雑誌をめ
くっていると、次のような「家づくり
の新常識2013宣言」を目にしました。
①�ブドウの家からリンゴのような家へ
――住まい全体が響きあい（繋がり
を持ち）、同時に家族それぞれに居
場所のある家。自然に開かれ、みず

みずしい生命力を持った「りんごの
ような家」を創ろう。
②�少なくとも50年先を考えてプラン
を練ろう――家は、現世代だけでな
く、まだ見ぬ未来世代の家でもあり
ます。プラン作成にあたっては、
20年後、30年後、50年後をシミュ
レーションしよう。
③�大地震に耐えられる、備えを持つ
――日本列島は世界の10分の1の
地震が集中しています。地震の歴史
を空べ、地盤を確かめ、大地震に備
えを持った家をつくろう。

④�自然室温で暮らせる――危険な原発
にさようならするために、暮らしの
側は、外部エネルギーへの依存を低
くし、可能な限り、自然温室で暮ら
せる家を実現しよう。（つづく）
� （雄）

「
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高齢者総合支援・身元保証支援

賛助会員企業募集！！

　新入職員のあいさつ

�総合事業部　門田元気
　はじめまして。3月18日付で正式
に総合事業部勤務として本採用になり

ました。埼玉から京都に来て3カ月に
なります。新卒で職務経歴もなく、こ
の業界の知識もないので、全てにおい
て一つひとつ覚えていくことで今は精
一杯です。しかし、色々な方々に多く
のことを教わり考えながら日々レベル
アップしているのは実感しています。
主に文化財を担当させていただくこと
になりました。個人的には非常に歴史

に対して興味があるので、京都に眠る
歴史を仕事で知っていけることも、こ
の仕事にやり甲斐を感じている一つで
もあります。
　まだまだ職員としても社会人として
も未熟で、迷惑もかけるとは思います
が、名前のとおり、元気よく一人でも
多くの皆様に名前を覚えてもらえるよ
うに精進していきます。

　旧聞でいささか恐縮ですが、建築設計業を営む京都建
築事務所（川下晃正社長）が作成した2014年カレンダー
『京の四季』（写真）を紹介します。
　同社の常務理事だった中野泰夫さんが退職後に描いた
風景が月毎に1点ずつ添えられています。京都の有名な
建造物が水彩で描かれ、そのタッチが見る者の心を豊か
にします。また1つひとつの画に書かれているキャプショ
ンが、建築設計士らしい視点になっています。

　「煉瓦造二階建の、当時とし
ては珍しい尖塔付の重厚なネ
オ・ゴシック調の建物で、設計
はドイツ人の設計士R・ゼール
氏。現在も残されている設計図・仕様書を含め国の重要
文化財に指定されています」（春、同志社大学クラーク記
念館）。

中野泰夫さんのカレンダー
『京の四季』

低炭素社会を生き残る家づくり勉強会
　60周年を機会に、「家づくりからの
環境」をもう一度じっくり考えようと、
「京都・家を造るなら倶楽部」との共
催で、連続勉強会を開催しました。
　4月21日にコープイン京都で第1
回勉強会の講師には、NPO法人エコ
ロジーオンラインの上岡裕理事長をは
るばる栃木県からお迎えしました。上

岡氏は、坂本龍一氏など環境問題に関
心をよせる著名なアーティストととも
に日本の環境アクションを常にリード
されています。
　今回は参加者19人と、少人数での
キックオフ企画でしたが、上岡さんの
考えに未来の組合の進むべき指針を発
見できたと感じています。京都議定書

を発信した京都から、今後大きなうね
りをおこしたいと考えています。

懇
親
会
で
の
集
合
写
真

（
上
岡
氏
は
下
段
左
か
ら
３
人
目
）

木づかい、ソーラー、パッシブを考える
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みまもりスタッフ
鍼灸師　林　佑介

第7回

関節痛

鍼灸師の健康ノート

　いきいきつながる会の林です。今回は
関節痛についてです。体力仕事をしてい
ると、どうしても体に負担がかかり、中
でも関節には大きな負担がかかります。
また、デスクワークをしていて長時間同
じ姿勢が続くと、これも関節に影響があ
ります。関節に対するケアとしては…
温める　冷やすというのは体にとっては
よくないことです。特に夏が近づき暖か
くなると、冷房を使う機会が増えると思
いますが、冷たい風に当たりすぎるのは
注意です。
　また、夜暑いと寝苦しく、布団を被ら

ずに寝てしまうこともあるかと思います
が、これも体を冷やす原因になります。
ストレッチ　体力仕事で体を使うと筋肉
を消耗してるので、結果的に関節に負担
がかかってます。体がだるいなと思った
日は、寝る前にストレッチをすると、翌
日に疲れが残りにくくなります。
適度に動かす　デスクワークをしている
場合は適度に姿勢を変えたり、ちょっと
背中を伸ばす等休憩を入れるといいと思
います。体の好調を維持して、元気に過
ごしてくださいね！

労基連の技能講習
�●玉掛け
日程：〔学科〕5月8日（木）、9日（金）〔実
技〕10日（土）／会場：〔学科〕京都府
中小企業会館〔実技〕㈱島津製作所紫
野工場／受講料：18,360円、テキス
ト代1,650円
�●特定化学物質・四アルキル鉛等作業
主任者
日程：5月13日（火）、14日（水）／会
場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,944円
�●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
日程：5月26日（月）～ 28日（水）／

会場：京都府中小企業会館／受講料：
16,200円、テキスト代2,160円
�●フォークリフト運転
日程：〔学科〕6月2日（月）、3日（火）〔実
技〕一班4日（水）～6日（金）、二班10
日（火）～12日（木）／会場：〔学科〕京
都府中小企業会館〔実技〕ニチユ三菱
フォークリフト㈱実技講習会場／受講
料：30,780円、テキスト代1,620円
�●第一種衛生管理者受験準備
日程：6月9日（月）～11日（水）／会場：
京都府中小企業会館／受講料：
15,120円、テキスト代6,696円

�●有機溶剤作業主任者
日程：6月19日（木）、20日（金）／会
場：京都府中小企業会館／受講料：受
講料：8,640円、テキスト代1,944
円
�【問合せ・申込み】
（公社）京都労働基準協会
Tel.075-321-2731
※連合会のホームページ
　http://www.kyoukiren.or.jp
※�受講申込者が少人数の場合は中止に
なることがありますのでご了承くだ
さい。

建災防の各種講習
�●石綿作業主任者
日程：5月8日（木）、9日（金）／会場：
京都建設会館別館／受講料：12,850
円
�●高所作業車運転特別教育（10m未満）
日程：5月25日（日）／会場：スカイワー
ク京都（伏見）／受講料：13,680円
�●足場の組立等作業主任者
日程：5月28日（水）、29日（木）／会
場：京都建設会館／受講料：10,910
円

�●木造建築物の組立て等作業主任者
日程：6月17日（火）、18日（水）／会
場：京都建設会館別館／受講料：
10,800円
�●高所作業車運転特別教育（10m未満）
日程：6月23日（月）／会場：スカイワー
ク京都（伏見）／受講料：13,680円
�●地山の掘削及び土止め支保工作業�
主任者
日程：6月25日（水）～ 27日（金）／
会場：京都建設会館別館／受講料：
17,500円

�【問合せ・申込み】
建設業労働災害防止協会京都府支部
〒604-0944　京都市中京区押小路
通柳馬場東入　京都建設会館別館内
Tel.075-231-6587
Fax.075-251-0058
受付時間：午前９時～午後５時
※�ホームページから講習予定、申込書
が取り出せます。�
�http://homepage2.
nifty.com/�KYO-
KENSAI

講演会後の懇親会にも13人が参加し、
上岡氏と大いに語り合いました。これ

からも「パッシブカルチャー、精神的
豊かさを誇る文明」を「上岡塾」で一

緒に考えていきますので、ぜひご参加
ください。� （池田光繁）
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④

　行政、政治と協同組合の関係につ
いて記します。
　1955年に一井新一氏ら4人の発
起人が協同組合を設立しました。協
同組合の組合史を開くと、仕事を増
やすために結成したと書かれていま
す。
　当時の朝日新聞に「折り尺をジャ
ンパーのポケットに突っ込みノコク
ズまみれのゾウリをつっかけた日雇
大工さんたちに取巻かれた蜷川知事
は『私が中小企業長官時代に提唱し
たものがやっと実現した』とニコリ。
『ナワ張り根性なんか捨てて、力を
合わせ、小さな仕事でもバカにせず、
ていねいにやりなさいよ。組合が
しっかりして来たら府営住宅ぐらい
請負う意気込みで…』と激励」と、
京都府知事室で産声をあげた記事が
出ています。
　この出自と性格がその後の協同組
合の運営に色濃く投影されます。当
時与党であった政党との蜜月が生ま

れるわけです。1970年頃になると
京都府政や京都市政が転換し、その
政党は下野。しかし協同組合はその
政党との関係を維持していきます。
　公式に、また表立って色分けされ
るわけではありませんが、行政とは
これまでとは違う距離が生じ始めて
いきました。組合員には、協同組合
の値打ちの後退かのような歯がゆさ
が蓄積されていきます。
　転機が訪れたのは2005年あたり
です。ちょうど創立50周年です。
行政との関係をしっかり構築しけれ
ば協同組合の値打ちを高められな
い、との新たな認識です。組合員の
経営を後方支援する協同組合の役割
の再認識でもありました。
　そのために行政とのパイプを増や
しました。自民党、民主党、公明党、
共産党の4党にパイプ役をお願いし
ました。総会にも来賓として参加し
てもらっています。昨年からはじめ
た「陳情」で市長、副市長との懇談

につながったのもパイプが増えたこ
とによるものです。組合員企業と協
同組合が地域で役割を果たしていく
上での可能性が広がり始めました。
　建設業は政治や行政の影響を受け
やすい産業ですが、お上から施しを
受けるという上下関係は過去のこと
です。行政と地元の建設企業が、共
同で住宅や公共建築物を創造する時
代に入りました。だからこそ行政と
の新たな関係が求められるのです。
� （川久保雄二郎）

政治・行政と協同組合の新しい関係の構築
上下関係から共同関係へ

『20年史』で組合員の団結を説く
第2代の九鬼誠一理事長　　　　

2013年度新加入組合員
�名　称：西城建設
代表者：篠原幹正
住　所:京都市右京区西院西三蔵町30
Tel.：075-755-2520
Fax.：075-755-2520
業　種：土木工事業、舗装工事業、と
び・土工工事業、解体工事業
�名　称：（株）えいと工房

代表者：山内正孝
住　所：京都市中京区壬生花井町22-
13
Tel.：075-823-5533
Fax.：075-406-7834
業　種：建築工事業
�名　称：（株）文化財サービス
代表者：植村冬樹

住　所:京都市左京区孫橋町25
Tel.：075-762-6300
Fax.：075-761-2506
業　種：測量業�
�名　称：長岡京警備（株）
代表者：伊東　武
住　所:長岡京市天神3丁目5-6
Tel.：075-954-7858
Fax.：075-953-0290
業　種：警備業�
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　4月9日にWindowsXPのサポート
が終了しました。年度末の消費増税駆
け込み需要とXP問題が重なりPCの
流通が非常に少なくなるなどさまざま
なところに影響がでました。組合で使
用している15台ほどあるPCのほと

んどがXPを使用しており、対応に東
奔西走しました。現在は、Windows7
に変更しています。組合員の皆様もイ
ンターネットバンキングや重要なデー
タを扱うPCは新しくすることをおす
すめします。� （西村　学）

編集後記

3月の定例理事会

�＜協議議案＞
①通常総会
　・2013年度事業報告、2013年度
決算報告、2013年度監査報告
　・2014年度事業計画、2014年度
予算
　・役員報酬限度額
　・役員選出
　・予告通知
　　事業報告、決算、事業計画、予算、
役員報酬限度額については継続審議
する。
②4月理事会、会計監査などの通常総
会の準備日程
　なし。
③新加入者審議
　来月の理事会へ向けて、他の対象者
への働きかけを強める。
④退会組合員
　なし。
⑤創立60周年
　実行委員会を組織委員会を中心に組
織する。
⑥総会時の表彰
　優良従業員表彰の対象を勤続15年・
20年も追加する。

⑦「優良観光従事者表彰」「国の『現代
の名工』の表彰」の推薦
　資料通り推薦する。
�＜報告議案＞
⑧事業の結果と計画
　組織部のマイナスは支部還元金と組
合員共済費である。
⑨第5回支部長会議の結果
　60周年へ向けた意見もだされた。
⑩支部統合
　桂川支部と洛西支部が合併へ向けて
動いている。
⑪支部総会の開催予定
　なし。
⑫京都市への陳情の結果
　なし。
⑬セミナーの結果
　なし。
⑭第一事業委員会と建設工事事業部の
合同会議の結果
　なし。
⑮（株）全京都ハウジングの株主総会
　なし。
⑯組合Diary
⑰その他

●3月定例理事会は、3月27日（木）午後7時から京都工業会館で理事12人の出
席で開催されました。

組合日誌

人事異動

�本部
4 ／ 21�家づくり勉強会
4／ 30�定例理事会
�支部
4 ／ 1� JIC（役）
4／ 3� 伏見（役）宇治（役）
4／ 10�洛中（総）新京（総）
4／ 12�北山（総）
4／ 15�伏見（総）
4／ 19�右京（役）宇治（総）
4／ 22�桂川（総）洛西（総）
4／ 23�久御山（総）
4／ 26�右京（総）

�4月15日付で洛南事務所所長の異
動がありましたので、お知らせします。
新所長）　杉本篤昭
旧所長）　馬場志保子
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